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号 

しろたへ                         第 27号( 1 ) 

祝祭日には国旗を掲げましょう 

  

境
内
を
見
渡
す
と
、
秋
の
深
ま
り
を
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
末
に
改
修
工
事
が
終
わ

っ
た
入
祭
神
輿
御
仮
舎
の
奉
祝
行
事
が
八
月
十
一

日
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
境
内
に
は
近
隣
神
社
の

神
輿
、
御
霊
代
、
山
車
が
集
結
し
、
六
年
前
の
当
地

御
鎮
座
一
三
〇
〇
年
記
念
祭
を
髣
髴
と
さ
せ
る
勇

壮
な
神
輿
振
り
や
、
南
房
総
市
白
浜
町
根
本
区
の
お

囃
子
が
境
内
に
祭
り
の
華
を
添
え
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
を
経
て
、
復
活
を
さ
れ
た
祭
礼
行
事
が
あ
る
一

方
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り
神
輿
や
山
車
を
出
せ
な
い

地
区
も
あ
る
の
が
現
状
で
す
。
神
社
で
の
行
事
は
、

そ
の
地
域
に
住
む
方
た
ち
の
結
束
を
、
よ
り
強
固
に

す
る
一
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
の
お
住
ま
い
の

地
域
に
も
、
氏
神
様
が
御
鎮
ま
り
の
こ
と
と
存
じ
ま

す
。
ご
自
身
の
氏
神
様
に
も
定
期
的
に
お
参
り
い
た

だ
く
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。 

 

白
浜
町
根
本
区
の
山
車
と
同
町
滝
口
区
下
立
松
原
神
社
神
輿 

奉
祝
祭
に
て 

 



 

しろたへ                        第 27号( 2 ) 

境 

内 

散 
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【
執
り
行
わ
れ
た
主
な
祭
典
】 

 
五
月
二
十
七
日  

 

午
前
九
時
半 

海
軍
落
下
傘
部
隊
慰
霊
祭 

六
月  

  

十
日  

 

午
前
九
時
半 

厳
島
社
祭 

六
月  
三
十
日  

 

午
後
四
時
半 

夏
越
の
大
祓
式 

七
月  

  
十
日  

 

午
前
八
時 

  

忌
部
塚
祭 

八
月  

  

十
日  

 

午
前
十
時 

  

例
祭 

 

九
月 

 

七
日 

 
午
後
三
時 

 

抜
穂
祭 

九
月  

  

十
日  

 
午
前
九
時
半 

御
仮
屋
祭 

九
月 

十
五
日 

 

午
前
十
時
半 

安
房
国
司
祭 

於
鶴
ケ
谷
八
幡
宮 

九
月
二
十
七
日  

 

午
前
九
時
半 

琴
平
社
祭 

十
月  

  

十
日  

 

午
前
九
時
半 

館
砲
三
期
会
慰
霊
祭 

 

毎
月
一
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 
月
次
祭 

 【
今
後
の
主
な
祭
典
予
定
】 

 

十
一
月
二
十
三
日  

午
前
十
時 

 

新
嘗
祭 

十
一
月 

 

下
旬  

午
前
十
時
半 

新
穀
感
謝
祭 

十
二
月
二
十
六
日  

午
前
九
時
半 

神
狩
祭 

十
二
月
三
十
一
日  

午
後
四
時
半 

大
祓
式
・
除
夜
祭 

一
月 

  
 

一
日 

 

午
前
六
時 

 

歳
旦
祭 

一
月 

  
 

四
日 

午
後
四
時
半 

有
明
祭 

一
月  

 

十
四
日 

 

午
後
四
時
半 

置
炭
神
事 

一
月  

 

十
五
日 
 

午
前
九
時 

 

粥
占
神
事 

二
月  

  
 

三
日 

午
前
十
時
半 

節
分
祭 

二
月  

 

十
一
日 

 

午
前
九
時
半 

建
国
際 

二
月  

 

十
七
日 

午
前
九
時
半 

祈
年
祭 

四
月  
  

 

三
日 

午
前
九
時
半 

神
武
天
皇
祭
遥
拝
式 

四
月   

中
旬  

 

午
後
三
時  

御
田
植
祭 

五
月  

  

十
日  

 

午
前
九
時
半 

下
の
宮
祭 

 

毎
月
一
日 

 
 

 

午
前
九
時
半 

月
次
祭 

  

  

 

右
の
写
真
は
、

去
る
九
月
七
日

に
抜
穂
祭
に
て

刈
り
取
ら
れ
た

イ
セ
ヒ
カ
リ
が
、

斎
館
の
軒
先
に

稲
架
（
ハ
サ
）
掛

け
さ
れ
て
い
る

様
子
を
撮
影
し

た
も
の
で
す
。
こ

の
状
態
で
約
二

週
間
天
日
干
し

を
し
た
後
、
懸
税

（
カ
ケ
チ
カ
ラ
）

と
い
う
形
に
整

え
、
伊
勢
神
宮
の

神
嘗
祭
（
カ
ン
ナ

メ
サ
イ
）
の
お
供

え
と
し
て
送
ら

れ
、
当
社
の
新
穀

感
謝
祭
に
も
お

供
え
さ
れ
ま
す
。

左
の
写
真
は
側

溝
の
蓋
の
間
を

抜
け
き
れ
な
か

っ
た
ア
ズ
マ
ヒ

キ
ガ
エ
ル
で
す
。

撮
影
後
、
無
事
に

救
出
し
ま
し
た
。 



  

 

しろたへ                        第 27号( 3 ) 

神
道
古
典
（
三
）「
古
語
拾
遺
」 

 
今
回
は
、
安
房
神
社
と
も
所
縁
の
深
い
古
語
拾
遺
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。
古
語
拾
遺
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
二
月
十
三
日
、

斎
部

い
ん
べ
の

広ひ
ろ

成な
り

に
よ
っ
て
撰
上
さ
れ
た
書
で
す
。
全
一
巻
。
本
書
は
中

臣
氏
と
と
も
に
古
来
よ
り
朝
廷
の
祭
祀
を
司
っ
て
き
た
斎
部
（
忌

部
）
氏
の
広
成
が
、
正
史
に
漏
れ
た
古
伝
承
を
も
と
に
、
祭
祀
の

根
源
お
よ
び
祭
祀
の
あ
る
べ
き
姿
を
記
し
た
書
で
す
。
広
成
は
当

時
の
神
祇
祭
祀
上
の
違
例
や
神
祇
行
政
上
の
乱
れ
に
対
し
て

憤
懣

ふ
ん
ま
ん

を
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、
平
城
天
皇
か
ら
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
召
し
問
わ
れ
た
の
を
機
に
本
書
を
作
成
。
書
名
は
「
古
語
（
古

言
・
古
事
、
す
な
わ
ち
古
伝
承
）
の
（
国
史
・
氏
族
伝
承
に
）
遺

り
た
る
を
拾
う
」
と
い
う
意
で
す
。
本
書
撰
上
の
理
由
に
つ
い
て

は
従
来
、
中
臣
氏
の
権
勢
に
圧
せ
ら
れ
て
、
斎
部
氏
が
家
門
の
振

る
わ
な
い
の
を
嘆
い
て
平
城
天
皇
に
上
奏
し
た
「
愁
訴
状
」
と
評

価
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
跋注

➀

に
よ
る
と
大

同
元
年
「
造
式
（
律
令
に
対
す
る
施
行
細
則
）
の
年
」
に
当
た
る

と
み
ら
れ
、
平
城
天
皇
は
式
編
集
の
企
画
を
も
っ
て
お
り
、
祭
祀

の
こ
と
に
あ
ず
か
る
斎
部
氏
に
も
諮
問
を
行
い
、
そ
れ
に
答
え
た

の
が
本
書
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。 

 

内
容
は
、
①
神
代
の
古
伝
承
②
神
武
天
皇
の
古
伝
承
③
古
伝
承

に
遺
漏
し
た
十
一
か
条
④
御
歳
神
祭
祀
の
古
伝
承
の
四
類
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
①
②
は
、
ほ
と
ん
ど
『
日
本
書
紀
』
を
下
敷
き
と

し
、
な
か
に
養
老
令
の
条
文
、
中
臣
祓
詞
、
祝
詞
の
慣
用
句
を
交

え
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
①
で
は
、
天
地

注

②

開
闢
か
ら
三注

③

貴
子
の
出 

生
、
ス
サ
ノ
オ
の
暴
状
を
記
し
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
窟
幽
居
の
段

で
は
、
フ
ト
ダ
マ
、
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
な
ど
祭
祀
関
係
神
の
設
営
所

作
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
ま
す
。
こ
の
祭
祀
に
よ
り
日
神
の
出
現
、

そ
し
て
ス
サ
ノ
オ
の
追
放
お
よ
び
天

あ
め
の

叢む
ら

雲
く
も
の

剣
つ
る
ぎ

の
出
現
、
そ
の
献

上
の
あ
と
天
孫
降
臨
に
際
し
て
の
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
、
フ
ト
ダ
マ
、

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
活
躍
に
つ
い
て
記
し
ま
す
。
②
で
は
、
ま
ず
神

武
天
皇
の
橿
原
建
都
に
際
し
て
斎
部
一
族
の
功
績
、
ま
た
朝
廷
の

祭
祀
に
お
け
る
物
部

も
の
の
べ

氏し

、
中
臣

な
か
と
み

氏し

の
役
割
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま

す
。
つ
い
で
崇
神
天
皇
を
経
て
垂
仁
天
皇
朝
の
伊
勢
神
宮
鎮
座
、

景
行
天
皇
朝
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
と
草
薙
剣
の
熱
田
社
奉

斎
、
応
神
天
皇
朝
以
降
の
渡
来
系
氏
族
の
功
績
な
ど
を
記
し
た
あ

と
、
孝
徳
天
皇
以
後
の
神
祇
行
政
上
の
不
備
を
説
き
ま
す
。
③
で

は
、
①
②
の
神
代
の
古
伝
承
と
神
武
天
皇
以
降
歴
代
の
故
実
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
、
熱
田
社
に
奉
幣
の
な
い
こ
と
、
伊
勢
の
神
宮
に

対
す
る
神
祇
官
の
班
幣
が
諸
神
の
最
後
で
あ
る
こ
と
な
ど
十
一
か

条
に
わ
た
り
不
備
を
指
摘
し
ま
す
。
④
は
、
神
祇
官
で
の
祈
年
祭

に
お
い
て
御
歳
神
に
白
猪
・
白
馬
・
白
鶏
を
献
ず
る
由
緒
を
記
し

た
も
の
で
す
。 

 

古
語
拾
遺
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
は
み
え
な
い
古

伝
承
を
含
ん
で
あ
り
、
古
代
祭
祀
や
神
祇
行
政
を
考
究
す
る
う
え

で
貴
重
な
資
料
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
本
書
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』

『
本
朝
月
令
』『
政
事
要
略
』『
長
寛
勘
文
』『
年
中
行
事
秘
抄
』『
釈

日
本
紀
』
や
伊
勢
神
道
諸
書
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
神
典
と
し
て

重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。 

 



しろたへ                        第 27号( 4 ) 
  

注
➀ 

跋
（
ば
つ
）
著
書
の
巻
末
に
し
る
す
、
あ
と
が
き
の
こ

と
で
序
の
対
義
語
で
す
。 

 

注
② 

天
地
開
闢
（
て
ん
ち
か
い
び
ゃ
く
） 

国
生
み
神
話
の

一
説
で
、「
古
事
記
」
に
よ
る
と
世
界
は
最
初
全
て
が
混

ざ
り
合
い
、
天
も
地
も
な
く
混
沌
と
し
て
神
様
も
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
や
が
て
、
天
と
地
が
分
か
れ
た
と
き
、

天
空
に
浮
か
ぶ
高
天
原
に
、
突
然
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ

シ
と
い
う
神
様
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
続
い
て
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
、
そ
の
後
に
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
い
う
神
様
が
現

れ
、
国
生
み
神
話
は
続
い
て
い
き
ま
す
。 

 

注
③ 

三
貴
子
（
さ
ん
き
し
） 

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
黄
泉

の
国
か
ら
命
か
ら
が
ら
逃
げ
帰
り
、
竺
紫(
つ
く
し)

の
日

向(

ひ
む
か)

の
橘(

た
ち
ば
な)

の
小
門(

お
ど)
の
阿
波
岐

原(

あ
わ
ぎ
は
ら)

と
い
う
海
辺
を
訪
れ
ま
し
た
。
海
で
禊

（
み
そ
ぎ
）
を
し
た
際
、
左
目
を
洗
っ
た
時
に
生
ま
れ

た
神
様
の
名
前
は
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
。
次
に
右

目
を
洗
っ
た
時
に
生
ま
れ
た
神
様
の
名
前
は
ツ
ク
ヨ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
。
次
に
鼻
を
洗
っ
た
時
に
生
ま
れ
た
神
様
の

名
前
は
タ
ケ
ハ
ヤ
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
。
こ
の
三
柱
の

神
様
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。 

【
撰
者
斎
部
広
成
】
生
没
年
は
不
詳
で
、
そ
の
実
蹟
も
『
古
語
拾
遺
』
の

撰
者
と
い
う
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
た
ど
れ
ま
せ
ん
。
『
日
本
後
記
』
大
同
三

年
（
八
〇
八
）
十
一
月
甲
午
（
十
七
日
）
条
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に

一
階
の
昇
級
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
の
み
で
す
。
こ
の
時
の
叙

位
は
、
平
城
天
皇
の
践
祚
大
嘗
祭
の
功
が
認
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

跋
に
よ
れ
ば
広
成
は
、
こ
の
頃
す
で
に
八
十
才
を
こ
え
て
い
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
な
お
、
本
書
成
立
の
大
同
二
年
二
月
十
三
日
な
ら
ば
正
六
位
で
あ
り
矛

盾
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
後
人
が
こ
の
記
載
を
追
補
し
た
か
、
も
し
く
は
位

階
の
部
分
を
書
き
改
め
た
と
す
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。
斎
部
は
「
穢
れ
を
忌

む
、
神
聖
な
こ
と
に
従
事
す
る
職
業
団
体
」
の
意
で
、
古
く
か
ら
朝
廷
の
祭

祀
に
関
与
し
、
主
と
し
て
祭
祀
の
用
具
・
幣
帛
の
調
製
、
神
璽
の
剣
、
鏡
の

捧
持
、
神
殿
・
宮
殿
の
造
営
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
た
一
族
で
す
。
古
い
時
代

に
は
「
斎
部
」
は
「
忌
部
」
（
記
紀
）
と
も
書
か
れ
、
本
書
に
は
「
諱
部
」

の
標
記
も
見
え
ま
す
。
斎
部
氏
の
祖
神
は
天
太
玉
命
で
あ
り
、
本
書
に
は
さ

ら
に
そ
の
太
玉
命
の
祖
神
を
高
皇
産
霊
神
と
し
て
い
ま
す
（
『
新
撰
性
氏
録
』

右
京
神
別
上
も
同
じ
）
。 

※
参
考
文
献 

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
「
神
道
辞
典
」
平
成
十
一
年 

 



社
の
行
列
が
入
祭
の
時
と
同
じ
構
成
で
先
頭
に
立
ち
ま
す
。
一
般
に
、

相
浜
神
社
の
神
輿
は
安
房
神
社
の
神
輿
の
案
内
役
で
あ
る
と
言
い
ま

す
。
相
浜
神
社
の
行
列
の
後
に
安
房
神
社
の
行
列
が
続
き
ま
す
。
安 

 
 

 

房
神
社
の
行
列
の
順
序
は
、 

鳥注

毛 ➀

（
薙
刀
一
、
鉄
砲
一 

台
笠
一
、
立
笠
一
、
草
履 

取
二
、
狭
箱
二
、
大
鳥
毛 

〈
白
熊
一
、
黒
熊
一
〉
、 

鞨
鼓
、
大
榊
、
猿
田
彦
、 

区
長
、
紅
白
絹
付
榊
一 

対
、
楽
（
笛
一
太
鼓
二
） 

神
饌
唐
櫃
四
、
巫
女
二
、 

錦
旗
一
対
、
主
典
一
氏
子 

総
代
二
長
柄
持
一
御
神
銘 

旗
一
、
上
の
宮
高
張
二
、 

上
の
宮
神
輿
（
大
神
宮
子 

供
連
中
）
、
宮
司
、
氏
子 

総
代
二
、
下
之
宮
神
輿 

（
大
神
宮
青
年
団
連
中
）
、
禰
宜
一
氏
子
総
代
二
長
柄
持
一
、
神
輿
台

四
、
祭
員
、
氏
子
と
な
り
ま
す
。 

※
注
①
鳥
毛
は
江
戸
時
代
の
十
万
石
の
格
式
の
行
列
で
あ
る
と
言
わ

れ
、
大
神
宮
区
の
壮
年
の
人
々
が
奉
仕
し
ま
す
。 
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 《

安
房
神
社
の
浜
降
神
事
②

》 
 

八
月
九
日
、
各
社
の
神
輿
が
全
て
入
祭
神
輿
奉
置
所
に
入

る
と
、
安
房
神
社
の
神
職
が
各
社
の
神
輿
に
対
し
て
饗
応
祭

を
行
い
ま
す
。
こ
の
儀
式
は
拝
殿
に
て
神
輿
の
方
を
向
い
て

執
行
さ
れ
ま
す
（
拝
殿
か
ら
本
殿
は
西
、
神
輿
は
南
の
方

角
）。
こ
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
安
房
神
社
よ
り
各
神
社
の

氏
子
に
神
酒
が
配
ら
れ
ま
す
。
各
部
落
の
一
般
の
人
々
は
安

房
神
社
に
参
拝
し
、
次
い
で
各
神
輿
を
拝
み
賽
銭
を
上
げ
ま

す
。
夜
は
各
部
落
と
も
神
輿
の
前
に
氏
子
総
代
四
人
が
二
人

交
代
で
寝
ず
の
番
を
し
、
他
の
青
年
団
員
や
各
役
員
は
、
そ

れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
宿
（
安
房
神
社
に
近
い
民
家
）
に
泊
ま

り
ま
す
。
こ
の
内
容
を
見
る
と
、
毎
年
九
月
に
行
わ
れ
る
安

房
国
司
祭
の
内
容
に
非
常
に
酷
似
し
て
い
ま
す
。
祭
典
の
規

模
も
現
代
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
盛
大
だ
っ
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。
翌
十
日
、
午
前
十
時
よ
り
大
祭
式
に
て
例

大
祭
が
執
行
さ
れ
ま
す
。
出
御
祭
執
行
後
、
午
後
五
時
相
浜

神
社
の
神
輿
を
先
頭
に
安
房
神
社
の
神
輿
二
基
が
、
相
浜
に

設
け
ら
れ
た
御
旅
所
へ
向
か
い
ま
す
。
他
の
神
社
の
神
輿
は

相
浜
へ
は
行
か
ず
そ
の
ま
ま
各
々
の
コ
ー
ス
を
経
て
還
御

と
な
り
ま
す
。
御
旅
所
へ
の
還
幸
の
行
列
は
、
ま
ず
相
浜
神 

神 

社 

豆 

知 

識 

 



    
 

 

                        

     

 
※
境
内
自
由
参
拝
に
つ
い
て 

 

大
晦
日
の
み
終
日
参
拝
が
可
能
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
、
早
朝
六
時
～
午
後
六
時
頃
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

警
備･

防
犯
上
の
都
合
に
よ
り
、
時
間
外
は
境
内
へ
の
立
入
り

を
一
切
禁
止
し
て
お
り
ま
す
。 

 

※
冬
季
は
日
没
が
早
い
為
、
防
犯
の
理
由
か
ら
時
間
前
に
閉
じ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
の
作
法
】 

 

当
社
で
「
御
水
取
り
・
御
砂
取
り
」
を
さ
れ
る
際
に
は

祈
祷
受
付
に
て
御
申
込
み
頂
き
、
殿
内
に
て
御
祓
い
を
受

け
た
後
に
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
に
お
進
み
頂
い
て
お
り

ま
す
。 

 

こ
れ
は
御
本
殿
近
く
の
清
浄
な
御
水
取
場
・
御
砂
取
場

に
、
外
界
の
穢
れ
を
持
ち
込
ま
な
い
為
の
重
要
な
作
法
で

す
の
で
、
御
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
御
来
社
さ
れ
る
こ
と

を
お
薦
め
致
し
ま
す
。
ま
た
大
型
ポ
リ
タ
ン
ク
な
ど
に
よ

る
大
量
の
御
水
取
り
、
過
度
の
御
砂
取
り
は
御
遠
慮
願
い

ま
す
。
な
お
、
御
神
水
飲
用
の
際
に
は
必
ず
煮
沸
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

※
一
般
参
拝
者
の
御
水
取
場
・
御
砂
取
場
へ
の
立
入
り
は

右
記
の
理
由
か
ら
禁
じ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
時
間
外
の
御

水
取
り
、
御
砂
取
り
は
一
切
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
受

付
時
間
内
に
て
御
申
込
み
願
い
ま
す
。 

・
神
符
守
札
の
授
与
、
御
朱
印 

 

 
 
 
 
 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
五
時 

・
御
祈
祷
、
御
水
取
り
の
受
付 

 

 
 
 
 
 
 
 

午
前
九
時
～
午
後
四
時 
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安
房
神
社
の
神
池
前
に
は
「
安
房
あ
づ
ち
茶
屋
」
が
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

秋
に
色
付
く
神
池
後
方
の
吾
谷
山
を
眺
め
な
が
ら
、
癒

し
処
と
し
て
心
静
か
に
穏
や
か
な
ひ
と
と
き
を
過
ご

さ
れ
ま
す
よ
う
御
利
用
下
さ
い
。 

 

温
か
い
お
に
ぎ
り
セ
ッ
ト
や
、
お
み
や
げ
物
と
し
て
房

州
銘
菓
も
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
。 

 

 

営
業
日 

土
、
日 

振
替
休
日
の
月
曜
日 

営
業
時
間 

午
前
十
時
半
～
午
後
四
時 

あ
づ
ち 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
発
行
／
安
房
神
社
々
務
所 

〒
二
九
四‐

〇
二
三
三 

千
葉
県
館
山
市
大
神
宮
五
八
九
番
地 

電
話 

 
〇
四
七
〇-

二
八-

〇
〇
三
四 

 

Ｆ
Ａ
Ｘ 
〇
四
七
〇-

二
八-

〇
四
三
八 

Ｈ
Ｐ 

h
ttp

:/
/w

w
w

.a
w

a
jin

jy
a
.o

rg
/
 

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ 

Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ 

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
参
照 

http://www.awajinjya.org/

